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菊川市見守りネット最新情報





　困ったときは・・・


◆菊川市消費生活センター（市役所商工観光課内） ☎３５-０９３７


◆地域包括支援センター（プラザけやき内） ☎３７-１１２０


◆菊川警察署　☎３６-０１１０





義援金等の詐欺にご注意ください!!�　大規模な地震の後には地震災害に便乗した、かたり商法等の


　悪質商法が横行します。


　現在 菊川市では、東北地方太平洋沖地震義援金へのご協力を


　お願いしていますが、過去の災害時において義援金名目の


　詐欺行為が発生しました。十分、注意して下さい。


　【義援金等の詐欺 事例】


　　・実在する団体の名称をかたり、特定の口座へお金を振り込ませる


　　・各家庭を訪問し、現金を取りに来る


　　・携帯電話のチェーンメールで呼びかける


�
�



　　　　　　●国・県・市などの公的機関が、電話や訪問で義援金を集めることは


　　　　　　　通常ありません。


　　　　　　●実在する団体を名乗って個別の働きかけがあった場合は、その団体


　　　　　　　がテレビ・新聞等で公表している口座番号・名義と同一であるかな


　　　　　　　ど十分に確認してください。


　　　　　　●善意の義援金です。信頼できる機関をしっかり確認してから寄付を


　　　　　　　お願いします。


　　　●不審に思った場合は、すぐに警察や消費生活センターに相談しましょう。


　　　　警察への相談は→全国共通短縮ダイヤル｢＃9110」または、菊川警察署☎36-0110�
�
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高齢者や障がい者の方々、そのご家族の方々に情報提供・注意喚起をお願いします。


何かあったときには、消費生活センター、地域包括支援センターまたは、福祉課のいずれかに連絡をください。


菊川市高齢消費者・障がい消費者「見守りネット」へのご協力をお願いします。





高齢消費者・障がい消費者を見守ろう！


消費者被害緊急情報 をお届けします








